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第３ 監査結果及び監査結果に添えて提出する意見 

 

Ⅲ．介護保険料の徴収事務の執行について 

３ 監査結果 

（１）普通徴収の収納率の低下傾向に対する方策の検

討の必要性について （指摘事項１） 

第１号被保険者の保険料基準額の算定に予定保険

料収納率が用いられることから，介護保険料収納率の

悪化は将来の介護保険料の上昇のひとつの大きな要

因となると考えられ，被保険者全体に，これまでにも

増して介護保険料の重い負担がかかってくることが

懸念される。 

したがって，保険料の収納率の向上のための方策が

必要であり，次の①，②に示す２つの方策を検討する

べきである。 

①滞納保険料徴収のための専門スタッフを採用す

ること 

②滞納処分を実施すべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の収納率の低下につきましては，

市町村等各保険者共通の課題となって

いることから，専門スタッフを採用した

場合の有効性も含め，収納率向上対策に

ついて，中核市等の例を参考にしなが

ら，検討してまいります。 

 

滞納処分につきましては，滞納処分の

対象とする者の条件や実施方法等につ

いて，中核市等の例を参考にしながら，

取り組んでまいります。 

（介護高齢福祉課） 

 

 

 

 

 

●未措置 

① 訪問徴収業務について，中核市の取

り組みの状況を調査しました。専門スタ

ッフによる訪問徴収については，その効

果を見極めながら検討してまいります。

なお，課職員による夜間電話催告や休日

訪問徴収等により催告の強化を図り，収

納率向上に取り組みます。 

② 滞納処分について，中核市の取り組

みの状況を調査しました。滞納処分の実

施については，関係課と協議を進めてお

ります。 

（介護高齢福祉課） 
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（２）介護認定審査会議事録の記載の不備について 

（指摘事項２） 

介護認定審査会議事録に「要介護１」の状態像（「認

知機能の低下等」又は「不安定な状態」）の記載の無

いものが２件検出された。  

規定に従った記載を徹底するべきであり，また，議

事録作成者以外の者による点検等を実施するべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘の事例２件につきましては，適

正に処理しました。 

今後は，議事録作成者及び資料保管担当

者による複数チェックを実施し，適正な

管理の徹底を図ってまいります。 

（介護高齢福祉課） 

 

 

 

 

○措置済 

ご指摘の事例２件につきましては，適

正に処理しました。 

規定に従った記載を図るため，現在

は，議事録作成者及び資料保管担当者に

よる複数チェックを実施しており，適正

な管理を徹底しております。 

（介護高齢福祉課） 
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（３）介護認定審査会関係資料の整理・保管の不備に

ついて （指摘事項３） 

介護認定調査票が別人のものが綴られていた。審査

会の事前送付資料は主治医意見書，介護認定調査票を

システムに読み込み紙に出力したものなので，被保険

者番号で整理されており取り違えは無かったとの説

明を受けた。そのため審査会の審査判定に影響を与え

るものではなかった。ただし，資料の保管方法には問

題がある。資料整理・保管時に点検等を実施するべき

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘の事例１件につきましては，適

正に処理しました。 

当該事例は，同姓同名の者に係る資料

保存時の綴り誤りでありましたが，介護

認定審査会においては，被保険者番号に

よりシステム管理された資料により審

査判定されており，判定結果に影響はな

かったものであります。 

今後は，審査会担当者及び資料保管担

当者による複数チェックを実施し，適正

な管理の徹底を図ってまいります。 

（介護高齢福祉課） 

 

 

 

○措置済 

ご指摘の事例１件につきましては，適

正に処理しました。 

資料の保管に不備が無いものとする

ため，現在は，審査会担当者及び資料保

管担当者による複数チェックを実施し

ており，適正な管理を徹底しておりま

す。 

（介護高齢福祉課） 
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Ⅳ．地域支援事業の実施状況について 

３ 監査結果 

（２）地域支援事業の有効性について 

①特定高齢者把握評価事業について 

（指摘事項４） 

生活機能評価を特定健診等の実施と併せて行うだ

けでは生活機能評価実施割合の増加策として限界が

あると考える。そこで，特定健診等の実施に併せて実

施する方法以外に生活機能評価の実施割合が増加す

る施策を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在，介護予防健診により，二次予防

事業対象者（特定高齢者）を把握してお

りますが，周知方法や対象者の把握方法

について，効果的な方策を検討し，受診

率の向上に努めてまいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

 

 

○措置済 

平成23年度から市の広報による受診

勧奨などの周知啓発を行っているほか，

受診可能医療機関を増やす取組みなど

を行ったほか，平成24年度からは受診率

向上のため健診対象者あてに特定検診

とは別に受診券を送付する個別方式に

変更しました。 

         （高齢者支援室） 
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②家族介護慰労金支給事業について 

（指摘事項５） 

慰労する手段が現金支給であることの根拠，及び支

給額の根拠が不明確である。慰労されるべき介護者が

慰労すべき市に申請して慰労してもらうこと自体が，

慰労するという行為と違和している。 

支給対象者が年間数人であり，現行の支給対象は特

定の介護者のみとなっている点，介護者全員に対する

サービス提供の確保という観点から公平性を欠いて

いると考えられるため，当事業の廃止を検討すべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

当事業は，国が規定する地域支援事業

実施要綱に係る任意事業の中の家族介

護支援事業として実施しており，当市で

は，要介護４または要介護５の要介護者

を通算で１年以上介護している家族に

対して慰労金を支給しており，要件とし

て，市県民税が非課税世帯であること，

介護保険サ－ビスを受けていないこと，

入院していないこと等があることから， 

対象者は限られているものです。 

 対象者の要件や慰労手段，金額等につ

いては各市町村が定めておりますこと

から，申請方式を含め，他都市の事例な

どを調査し，本事業のあり方について検

討してまいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

○措置済 

他都市（中核市）の実施状況を調査し

た結果，41市のうち31市（80.5％）で実

施しており，そのすべてが現金支給であ

り，対象者の要件は，31市のうち住民税

非課税世帯を対象とした申請方式が18

市（58％），支給額は年額10万円が21市

（68％）となっていることから，当面は

現行の制度により事業を継続してまい

ります。 

          （高齢者支援室） 
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③もりおか老人大学について （指摘事項６） 

当事業を介護保険料と国・県・市税でそれぞれ50%

を執行財源とする介護保険予防事業として位置付け

るには，講座テーマは介護予防事業の趣旨との整合性

が明確である必要がある。一方，当事業は様々な講座

テーマがあることから，平成22年度年間延参加者が１

万人以上の人気事業であり，高齢者福祉事業としての

有効性が認められる。したがって，当事業は執行財源

を一般財源として事業継続すべきものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業は，介護予防事業として，活動

的な状態にある高齢者を対象として，仲

間づくりや生きがい活動による生活機

能の維持，または向上を意図して実施し

ているものであり，講座テ－マが直接的

に介護予防と結びついているか否かで

はなく，高齢者が当事業に参加すること

自体が介護予防に資するものと考えて

おりますことから，今後の事業の実施に

あたりましては，介護予防事業の趣旨を

明確にしたうえで，適切に実施してまい

ります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

○措置済 

もりおか老人大学への参加よる，閉じ

こもりをしないことや仲間づくり，生き

がい活動が介護予防そのものであり，今

後も介護保険予防事業として位置づけ，

事業の趣旨の周知に努めながら適切に

実施してまいります。  

          （高齢者支援室） 
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（３）市の非常勤職員であるホームヘルパー（生活

管理指導員及び訪問介護員）の稼働状況について 

（指摘事項７） 

平成22年度を振り返ってみれば，業務量に対する適

正要員を上回る非常勤職員ホームヘルパーを抱えた

まま，効率的な稼働のための有効な方策を講じきれて

いなかったと考えられる。今後の非常勤職員の採用に

あっては，より精緻な人員計画の策定に努めるべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業は，介護保険制度創設と同時に

市が訪問介護事業所を設置し，非常勤職

員ヘルパ－を雇用しているものですが，

近年では民間が運営する事業所が増加

していることから稼働率が低下してき

ており，市が直営で事業を行う意義が薄

れてきているところです。 

 現在雇用しているヘルパ－３名のう

ち２名が本年度で定年退職となること

から，残る１名を障がい者支援のヘルパ

－に移管し，また，現在の利用者につい

ては，民間の事業所利用に移行すること

とし，事業所を閉鎖することとしており

ます。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

 

 

○措置済 

平成24年３月31日をもって市設置の

訪問介護事業所を廃止しました。 

          （高齢者支援室） 
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Ⅴ．介護保険給付サービス以外の高齢者福祉の概要 

３ 監査結果 

（８）生きがい活動支援通所事業に係る市のインタ

ーネット情報の更新について 

（指摘事項８） 

最新の平成23年３月24日告示第87号改正の盛岡市

生きがい活動支援通所事業実施要綱は「ウェブもりお

か」で閲覧できるが，インターネットの検索機能で同

要綱を検索すると，平成18年３月31日告示第244号改

正の過去の要綱がヒットし，最新と過去の２種類の同

要綱が閲覧できる状態となっている。  

インターネット公開用のデータは適時に更新して，

情報管理する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web版例規集の更新方法を，更新デ－

タをサ－バ内の旧デ－タに追加する方

法から，旧デ－タを消去した後に最新デ

－タをサ－バに保存する方法へと変更

することにより，インタ－ネット上での

更新前後の例規の並存が解消され，更新

前の例規は主要な検索エンジンの検索

結果に表示されないこととなる見込み

です。 

（総務課） 

 

 

 

 

 

 

○措置済 

Web版例規集の例規現在日が平成24年

３月１日現在分の更新時から措置計画

を実施し，平成24年５月１日以降の閲覧

分から最新版のみが表示されるように

した。 

（総務課） 
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３ 監査結果 

（２）モニタリングについて 

①年度計画及び年次報告について 

ア．事業報告書の提出期限について 

（指摘事項９） 

事業報告書の提出期限については，条例に「毎年度

終了後，市長が定める日までに」との定めがあるが，

現行，「市長が定める日」が具体的にいつを指すのか

の定めがない。 

指定管理者の会計報告を規定する他の制度（現行の

指定管理者であれば，社会福祉法人であるため，社会

福祉法。）なども勘案したうえで，条例にある「市長

が定める日」を具体的に基本協定等で定めるべきであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例に規定する「市長が定める日」に

つきましては，基本協定等で具体的に定

めるよう検討してまいります。 

（行政経営課・高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

 

●未措置 

次期の基本協定で具体的に定めるよ

う検討しております。 

（行政経営課・高齢者支援室） 
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イ．事業報告書の検証について（指摘事項10） 

市は，指定管理者から提出された事業報告書を検証

し，公表することとしている（「基本的な考え方第１・

３」）。 

しかし，検証した証跡は残されておらず，公表もさ

れていない。事業報告書の検証と公表を行うべきであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業報告書の検証及び公表につきま

しては，指定管理業務の評価及び改善に

活かすことからも必要と考えますので，

検証結果について公表してまいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

●未措置 

検証結果について年内を目途に公表

する予定としております。 

         （高齢者支援室） 
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②実地調査について（指摘事項11） 

市は，施設ごとに定期的な巡回点検や確認を行い，

運営状況の把握に努めることとしている（「基本的な

考え方第１・３」）が，平成21年度の施設修繕計画立

案時での全施設巡回後は，運営状況の把握のための巡

回は実施されていない。施設数が多いため，当面，循

環的に実施し，また，一部の施設を抽出して実施する

などの方法も考えられるところである。 

実施に向け，頻度，調査点検項目及び記録方法等に

つき具体的に検討するべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実地調査につきましては，平成21年度

に施設修繕計画を策定した際，一斉に全

施設を巡回しておりますが，その後は，

修繕等の必要に応じ実地調査を行って

いるところであり，今後は，計画的に実

施することや調査点検項目，記録方法に

ついても併せて検討してまいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

●未措置 

施設の運営状況の把握については，平成

24年６月から８月にかけて，市として指

定管理者制度導入施設における業務の

履行状況確認等（モニタリング）の試行

が行われたところであり，高齢者福祉施

設では厨川地区老人福祉センターが対

象となりました。当室が業務の履行状況

確認及び利用者アンケート調査を実施

し報告を行いましたが，今後において

は，施設を循環的に実地調査する方向

で，現在計画の策定を検討しておりま

す。 

     （高齢者支援室） 
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（３）審査員の独立性確保のための対策の必要性につ

いて（指摘事項12） 

現行の「審査員設置方針」の定めには，申請者との

役職員関係しか具体的に示されておらず，経済的な利

害関係に関する定めがないため，申請者との一定以上

の経済的な利害関係を有していないことを条件とす

る事項を織り込むように，規定の見直しを検討するべ

きである。 

また，外観的独立性に抵触する利害関係を具体的に

列挙したうえで，市職員が務める内部審査員を含む全

審査員候補者に対し，その有無の記載と署名を依頼す

るチェックリスト形式の書面を使用すること等，外観

的独立性を確保していることを疎明できる手段の創

設を検討するべきである。 

 さらに，「審査員設置方針」は，公募における審査

員についての規定という位置付けとなっているが，非

公募の場合も同様に独立性の確保は必要であ 

ることから，非公募における審査員についての規定の

整備を検討するべきである。 

 

 

 

 

 

 

審査員については，これまでも申請者

との役職員関係のみならず，団体との利

害関係がないことを要件として選任し

てきたところですが，ご指摘の点を踏ま

え，検討してまいります。 

 また，非公募における審査員について

も，同様に検討してまいります。 

（行政経営課） 

 

 

 

 

○措置済 

審査員については，申請者との役職員

関係のほか，経済的な利害関係を有して

いないことなどを内容とする申立書の

提出を求めることとしました，  

 また，非公募における審査員について

も，同様に取扱うこととしました。 

（行政経営課） 
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（４）業務の再委託について（指摘事項13） 

指定管理者は市施設の管理・運営を代行しているの

であるから，管理・運営に係る再委託業務の実施報告

書の提出の要否は指定管理者で判断すべきことでは

あるが，少なくとも保安関係等の重要事項について市

が特定したうえで，指定管理者に対して再委託先から

の実施報告書の提出を指導するべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者が業務を再委託する場合

の契約内容について，再委託先からの各

種実施報告書の提出を義務付けるよう

指定管理者に対し，指導してまいりま

す。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

○措置済 

指定管理者に対して指導した結果，平

成24年度の再委託業務の契約書におい

て，業務終了後の実施報告書の提出を義

務付け，再委託業者から実施報告書が提

出されております。 

          （高齢者支援室） 
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Ⅶ．高齢者福祉事業に係る外注契約（委託契約）につ

いて 

３．監査結果 

（１）介護保険電算処理システムバッチ処理業務委託

契約について（指摘事項14） 

業者指定契約であり，特定の事業者を指定して契約

を締結する方式であるため，競争性がなく，契約額の

適正化を図る方策が十分ではない。他の地方公共団体

の契約額や単価等に係る情報交換を行う等して，契約

額の更なる適正化の保持に努めるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システムバッチ処理業務委託にあた

っては，従来から，細分化した業務毎の

見積もりを個々に精査したうえで契約

するなど，契約額の適正化を図ってきた

ところです。 

各自治体によって利用するシステム

のメーカーや構成，あるいは業務の処理

形態が異なるため，一概に比較はできな

い部分もあると存じますが，必要に応じ

て情報交換を行うなど，契約額の適正化

保持に努めてまいります。 

（介護高齢福祉課） 

 

 

 

 

 

 

○措置済 

東北地方の複数の同規模地方公共団

体より，契約方法や金額に係る情報収集

を行いました。しかし，システムのメー

カーや構成が異なるほか，市全体で運用

支援契約を行うなど契約形態が異なる

市もあり，十分な比較ができる情報が得

られませんでした。 

このため，平成24年度契約において

は，従来通り，業務毎の見積もりを個々

に精査するとともに，あらためて，処理

方法の見直しを行い，一部の業務につい

ては委託から市の直接実施に切り替え，

契約額の削減を実施しております。 

今後とも，必要に応じて他の地方公共

団体の状況を確認するとともに，引き続

き業務の見直しを進め，契約額の適正化

保持を図ってまいります。 

（介護高齢福祉課） 
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（２）敬老バス運行業務委託契約について 

（指摘事項15） 

契約内容について本来は，委託者である市としては

契約内容を利用人数に適合した利用車両の実績及び

運行回数実績に応じた委託料の支払とし，一方，委託

先としてはコスト負担に応じた委託料を収受すると

いうものが，双方にとって合理的な取引契約形態であ

ると考えられることから，委託料の増額又は減額の変

更の必要性が生じ得るのであれば，単価契約を採用

し，利用車両や運行回数に応じた委託料を契約内容と

するものに改めるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業については，運行するバスの種

類や行先別の距離，運行時間等を考慮

し，単価契約を行う方向で検討してまい

ります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

●未措置 

25年度の単価契約の実施に向け，仕様

の細部についての検討を行っておりま

す。 

          （高齢者支援室） 
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Ⅷ．高齢者福祉施設内の資産管理について 

３．監査結果 

（２）備品の管理について 

③市の所管する備品台帳と指定管理者の作成する

備品管理簿の間の齟齬について（指摘事項16） 

一つの現物に対する備品台帳と備品管理簿の記載 

は一致していなければならないが，高松老人憩いの家

の備品につき両者の記載内容を照合した結果，齟齬が

みられた。 

また，備品台帳と備品管理簿の二つの帳簿が必要 

なのかにつき，それぞれの帳簿の有する機能の観点 

から検討するべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘のあった，高松老人憩いの家の

備品６点については，備品台帳に記載の

とおり現物を確認しましたが，備品管理

簿に記載がありませんでした。また，別

の３点につきましては，備品台帳に記載

がありませんでした。また，備品台帳か

ら削除されていないものが１件ありま

した。 

今後は，指定管理施設の備品について

は，台帳と現物の突合せを定期的に実施

するよう指定管理者に対し指導するほ

か，市でも実地指導する等の対応を検討

するなど，管理を徹底するとともに，市

の所管する備品については，市の「備品

リスト」により管理し，また，指定管理

者に帰属する備品については，指定管理

者が管理する台帳を整備するよう指導

してまいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

○措置済 

齟齬がみられた備品の記載について

は備品台帳及び備品管理簿で整合性を

措置しました。 

今後は市の所管する備品のリスト及

び指定管理者に帰属する備品の台帳を

それぞれ別々に整備することとし，年に

一度定期的に市の備品管理システムか

ら備品リストを出力し，施設にある備品

現物の突合を行うこととしました。 

          （高齢者支援室） 
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④実在備品の備品管理簿への記載の網羅性につい

て（指摘事項17） 

青山老人福祉センターにあっては，次の事象が認 

められた。 

 ○市の備品台帳への登録が未済のもの 

○所属が不明のもの 

備品台帳への現存資産の登録を徹底し，公有財産を網

羅的に管理できるような態勢を整えるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青山老人福祉センタ－の座卓５台に

ついては，備品台帳には記載されており

ますが，備品整理票が貼付されておりま

せんでしたので，指定管理者に貼付させ

ました。また，所属が不明とされた保管

庫２台及び事務机１台については，いず

れも青山地区福祉推進会の所有物であ

ることを確認し，明確に表示しました。 

今後は，指定管理施設の備品について

は，台帳と現物の突合せを定期に実施す

るよう指定管理者に対し指導するほか，

市でも実地指導する等の対応を検討し

てまいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

○措置済 

今後は年に一度定期的に市の備品管

理システムから備品リストを出力し，施

設にある備品現物の突合を行うことと

しました。 

        （高齢者支援室） 
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⑤備品整理票の現物への貼付の徹底について 

（指摘事項18） 

高松老人憩いの家において備品整理票の現物への

貼付状況を確かめたところ，全49品のうち４品につき

貼付がなされていなかった。また，貼付はされている

ものの，古くなって印字が読み取りづらくなっている

ものも散見された。また，青山老人福祉センターにあ

っては，貼付がなされていないものや，古くなって印

字が読み取りづらくなっているものが散見された。備

品整理票の現物への貼り替えを徹底すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理施設の備品に備品整理票が

貼付されていないものにつきましては，

実態を調査のうえ，貼付を徹底するとと

もに，取得年月日が古いこと等で印字が

読み取りづらいものにつきましても貼

り替えを実施いたします。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

○措置済 

高松老人憩いの家の備品について，備

品整理票の未貼付のものについては貼

付を行い，また，青山老人福祉センター

の備品日整理票の印字が読み取りづら

くなっているものについては張替えを

実施しました。 

 なお，その他の施設については，今後，

年に一度の市の備品リストと施設の備

品現物との突合の際に，備品整理票の貼

付状況及び印字の状況について確認す

ることとしました。 

          （高齢者支援室） 
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第３ 監査結果及び監査結果に添えて提出する意見 

 

Ⅲ．介護保険料の徴収事務の執行について 

４ 監査意見に添える意見 

（１）介護事業者指定における作成書類の改善  

（意見事項１） 

介護事業者指定業務の際に，所定の基準を満たして

いるかどうかを「地域密着型サービス指定基準に基づ

く審査結果」というチェックリストの作成により検討

しているが，チェックリストに記載者名がない。事後

の責任の所在を明らかにするためにも，担当者名の欄

を設け，記録を残すことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックリストの様式に担当者の記

載欄を設け，記録を残すことといたしま

す。 

（介護高齢福祉課） 

 

 

 

 

 

 

○措置済 

チェックリストの記載者を明確にする

ため，現在は，チェックリストの様式に

担当者名及び職名の記載欄を設け，記録

を残すこととしております。 

（介護高齢福祉課） 
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Ⅳ．地域支援事業の実施状況について 

４ 監査意見に添える意見 

（１）特定高齢者通所型介護予防事業について 

（意見事項２） 

特定高齢者訪問型介護予防事業にあっても計画値

と比較して参加人数が少ないことから，参加割合の低

迷や参加延べ人数の計画値未達成の要因としては，交

通手段等の問題のみならず，当事業の内容に魅力が少

ないことも考えられる。より魅力を上げる対策が望ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業者と連携し，利用者ニーズの把

握や魅力あるメニュ－づくりに取り組

むとともに，事業の周知方法の工夫や介

護予防事業への参加についての啓発な

どを行い，参加者の増加に努めてまいり

ます。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

●未措置 

二次予防事業対象者訪問型介護予防

事業について，各事業者と連携した魅力

あるメニュー作りやニーズの把握に引

き続き取り組むとともに，事業の周知啓

発に努め，参加者数の増加を図ってまい

ります。 

          （高齢者支援室） 
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（３）もりおか老人大学について（意見事項３） 

参加の有料化が市民への多大な負担を強いるもの

とは考えにくく，有料化による当事業の民間移管も十

分に可能と思われる。市としての当事業を将来，例え

ば社会福祉協議会や特定非営利法人等に移管するこ

との可否を検討しておくことは，財政基盤の強化に資

する手段を創出することに繋がると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業につきましては，平成21年度か

ら事業の一部である特別講座の運営を

民間に委託しておりますが，全体事業の

民間委託や民間移管につきましても，Ｎ

ＰＯ法人を含む民間事業者の受け手が

あるかどうか，有料化も含め，検討して

まいります。 

（高齢者支援室） 

 

●未措置 

民間の受託事業者があるかどうか，有

料化も含めて引き続き検討してまいり

ます。 

         （高齢者支援室） 
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Ⅴ．介護保険給付サービス以外の高齢者福祉の概要 

４ 監査意見に添える意見 

（１）マッサージ等指導教室について 

 （意見事項４）  

マッサージ等指導教室は，広域型のＡ型施設のみで

開催されている。平成22年度の開催状況は，開催日数

240日中，愛宕山老人福祉センターで204日，外，３老

人福祉センターで各12回開催という実績であり，開催

箇所が極端に偏っている。  

他の施設でも実施して市民全般に行き渡らせる体

制が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託先の事業所と協議し，開催箇所を

増やせるかどうかの検討を行ってまい

ります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

●未措置 

25年度の開催箇所の増について，事業

者と引き続き検討してまいります。 

         （高齢者支援室） 
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（２）軽費老人ホームけやき荘の施設補強の要否検討

について（意見事項５） 

入居者の平均年齢が80歳を超える施設であること

から，自然災害等の非常事態に対する準備は用意周到

に行っておくことが重要であると思われる。可及的速

やかな耐震検査等の実施と，補強工事の要否について

の慎重な検討が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 軽費老人ホームけやき荘については，

平成24年度に耐震診断の実施を予定し

ており，その診断結果に基づき，耐震化

改修についての検討を行ってまいりま

す。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

●未措置 

現在，耐震診断を実施中であり，その

診断結果を基に，耐震化改修についての

検討を行ってまいります。 

          （高齢者支援室） 
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Ⅵ．指定管理者の選定及び監督状況について 

４ 監査意見に添える意見 

（１）指定管理者の指定方法について 

①非公募による指定について（意見事項６） 

市は，公募を原則とし，合理的な理由が認められる

場合にのみ例外的に非公募を認めている。この理由に

つき，公募を行わない理由として合理的といえるかど

うか，つまり非公募とすることが妥当かどうかについ

て，再検討が望まれる。 

老人福祉センター等の指定管理者のケースでは，地

区福祉推進会の事務局業務を行う必要があるにして

も，その業務の実施者に代替性が無いとは考えられな

いことから，熱意のある団体に被指定の機会を提供す

ることで，広く民間の経営ノウハウを活用し行政サー

ビスの向上と効率化に資するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区福祉推進会の事務局がある老人

福祉センター等においては，事務局業務

に当たり，それまで地域住民と積み上げ

てきた経験や信頼関係などを重視し，非

公募としてまいりましたが，現在，市で

は新たに地域協働の仕組みづくりに取

り組んでいることから，その動向を注視

しながら，公募・非公募のあり方につい

て検討してまいります。 

（高齢者支援室・行政経営課） 

 

 

 

 

●未措置 

地区福祉推進会の事務局がある施設

については，地域福祉活動の一層の活性

化を図り，地域と連携した管理運営を行

う必要があることを踏まえつつ，引き続

き公募・非公募のあり方について検討し

てまいります。 

    （高齢者支援室・行政経営課） 
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②公募による指定について（意見事項７） 

軽費老人ホームけやき荘の指定管理者は公募のう

え指定されているが，施設の特性を勘案すれば，これ

を非公募とすることも検討に値すると考える。 

このような施設においては，管理運営者と利用者の

深い信頼関係が不可欠であり，指定管理者交代の可能

性が入所者の心理状態に与える影響も少なからぬも

のがあり，非公募とする合理的な理由があるケースに

該当すると思われる。 

なお，けやき荘を非公募とした場合には，隣接する

太田老人福祉センターについても， 

一体となった運営の必要性から非公募とすべきであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉施設を管理運営している

社会福祉法人が市内に複数あることか

ら，当該施設については公募が適当と考

えますが，ご意見を踏まえ検討してまい

ります。 

（高齢者支援室・行政経営課） 

 

●未措置 

施設管理運営のノウハウを持った社

会福祉法人が複数あることから，現時点

では公募が適当と考えておりますが，引

き続き検討してまいります。 

    （高齢者支援室・行政経営課） 
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（２）モニタリングについて 

①市民や利用者の要望等の反映について 

（意見事項８） 

市民からの要望等は指定管理者から３か月に一度

報告を受けているが，要望等をまとめた記録はなく，

要望等の公表はされてはいない。しかし，指定管理者

からの報告事項が要望等の全てを網羅していない可

能性を否定できないため，要望等に関する情報を市が

自ら把握する仕組みづくりの検討が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望等に関する情報を市が自ら把握

することにつきましては，指定管理者が

実施する利用者団体との懇談会等に市

からも出席するなどの取組みを検討し

てまいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

●未措置 

指定管理者が実施する利用者団体と

の懇談会は，各地区の老人福祉センター

等で施設ごとに随時開催されておりま

すが，市としても全ての施設の懇談会に

出来るだけ参加できるよう，３年程度で

の一巡を目指して取り組んでまいりま

す。 

         （高齢者支援室） 
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②月次報告の記載及び検証の内容について 

（意見事項９） 

現行の月次報告の内容につき，仕様書に定められた

業務の実施状況と指定管理者の自己評価を軸として，

例えば以下のような事項を追加項目として検討する

ことが望ましい。 

○再委託業務の実施状況 

市の資産に対する維持管理業務の状況を確認する

ことは，運営業務の安全性確保という観点からも重要

である。契約締結時の概要報告，再委託先からの報告

内容などが考えられる。 

○修繕の実施状況，備品等の購入状況 

 資産の保全状況の確認，資産の増加内容の把握及び

資産購入の要否に関する適切性のために有用である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月次報告につきましては，指定管理業

務の評価及び改善に活かすことからも

必要と考えますので，報告事項や検証内

容について，検討してまいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

●未措置 

月次報告の内容については，再委託先

からの指摘事項や修繕の実施状況，ま

た，備品等の購入・廃棄など資産の増減

があった場合など特記事項がある場合

は追加項目とする方向で指定管理者と

調整中です。 

          （高齢者支援室） 
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Ⅶ．高齢者福祉事業に係る外注契約（委託契約）につ

いて 

４．監査結果に添える意見 

家族介護リフレッシュ事業委託契約について 

（意見事項10） 

平成22年度の事業開催実績は，実施回数３回，延利

用者55人にとどまっている。決算額803,398円から換

算すると，平均267,799円/回，14,607円/人の経費を

要しており，多額との印象がある。延利用者数の増加

策の立案・遂行による事業の促進が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業は，日頃の介護生活からリフレ

ッシュする機会を提供するという目的

から，温泉ホテルへの宿泊なども実施

し，経費を支出しているところです。今

後とも，参加者が増加するよう，周知・

啓発方法を含め，委託事業者と検討して

まいります。 

（高齢者支援室） 

 

 

 

 

 

●未措置 

家族介護リフレッシュ事業について

は，市の広報で募集掲載して周知を図っ

ておりますが，今後におきましても実施

内容の随時見直しなどを行いながら，多

くの人が参加できるよう周知啓発に努

めてまいります。 

          （高齢者支援室） 
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Ⅷ．高齢者福祉施設内の資産管理について 

４．監査結果に添える意見 

（１）高齢者福祉施設の利用状況及び整備方針につい

て（意見事項11） 

既存の施設の老朽化も目立ってきており，多額の維

持費用が見込まれるところである。予算的制約がある

中，いわゆるアセットマネジメントの早期導入によ

る，長期的な視点からの施設整備計画の策定が望まれ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年度に老人福祉センタ－等高

齢者福祉施設の中長期の修繕計画を策

定しております。 

 全庁的に公の施設を含む市の資産管

理を効果的・効率的に行う，アセットマ

ネジメントの考え方を取り入れた維持

管理手法の導入に取り組みます。 

（高齢者支援室・行政経営課） 

 

 

 

 

 

○措置済 

平成24年度から全庁的に公共施設ア

セットマネジメントを行う資産管理活

用事務局が設置され，長期的な視点から

の施設整備計画の策定に向けた取組み

を進めております。 

     （高齢者支援室・行政経営課） 
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（２）土地及び建物の管理について 

（意見事項12） 

高齢者福祉施設に係るすべての土地及び建物につ

き帳票として出力した「財務会計システム」内の「公

有財産管理」（財産台帳）を閲覧した結果，「評価額」

の欄には，ほとんどの資産につき記載が無かった。市

では，関係課で公有財産全体にわたる財産台帳の整備

を進めているところとのことであり，早急な財産台帳

の整備が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年度から財務書類の充実を図

るため，庁内関係課と連携して資産評価

に取り組んでいるところです。 

 平成23年度は道路用地を除く土地の

評価作業を行っており，次年度以降も計

画的に評価作業を行い，財産台帳の整備

を図ってまいります。 

（財政課） 

 

 

 

●未措置 

平成22年度から財務書類の充実を図

るため，庁内関係課と連携して資産評価

に取り組んでいるところです。 

 平成23年度は道路用地を除く土地の

評価作業を行っており，次年度以降も計

画的に評価作業を行い，財産台帳の整備

を図ってまいります。 

（財政課） 
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Ⅸ．指導監査，実地指導等の実施状況について 

４．監査結果に添える意見 （意見事項13） 

県からの権限移譲により，平成24年度からは介護保

険事業の運営について，より健全かつ円滑な指導監査

の実施が期待できるが，指導監査対象となる施設数が

879も増加する見込みであることから，指導監査要員

を十分に補充することが必要であると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県からの権限移譲による指導監査対

象施設の増加への対応については，平成

23年度の指導監査担当職員７名（うち非

常勤職員２名）から，平成24年度以降は

11名（うち非常勤職員４名）に職員を増

員して対応する予定であります。 

（地域福祉課） 

 

 

○措置済 

平成24年４月１日から指導監査担当

職員を11名（うち非常勤職員４名）に増

員しております。 

（地域福祉課） 

 

 

 

 

 

  


